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江の川下流域において、3 地区に新規着手します 
 

 

（参考） 

今年度の 4 月に江の川流域治水推進室を設置して以降、江の川下流域では、平成３

０年７月及び令和２年 7 月（一部は令和 3 年 8 月も含む）の近年 2 度の家屋浸水被

害が生じた 15 地区を中心に、「まちづくりと連携した河川整備」について検討を行

っています。 

これにより今年度から、事業説明会等を実施済みの６地区（和田、大貫、川越、瀬

尻・久料谷、谷、港地区）と合わせ、全９地区で事業着手します。 

※「事業着手」：地元説明会を行い、治水対策の実施に向けて現地測量、用地買収を

進める段階を「事業着手」としています。 
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配 布 日 時        

令和３年１０月１２日 

１４：００ 

江の川下流域では近年発生した洪水被害を受け、重点的な河川整備を実施してい

ます。この度、新たに3地区で新規着手するに当たって、事業説明会を実施します

のでお知らせします。 

引き続き、江の川流域全体の流域治水で地域の治水安全度向上に努めてまいりま

す。 

記 

 

日時：令和３年１０月１３日（水）１９：００～ 

 

場所：江津市桜江町川戸 

 江津市桜江総合センター２階 研修室 

 

対象：仁万瀬・小松、大口地区 

 

 

 

【問い合わせ先】  

 国土交通省 中国地方整備局浜田河川国道事務所 江の川流域治水推進室 

TEL:（0855）５４－０３７７、FAX:（0855）５４－０３７８ 

 

副室長（事業対策官）   神 庭  治 司 

 

浜田河川国道事務所からの

お　知　ら　せ

※地理院地図を加工して使用  

江津市桜江総合センター  


